
 

 
平成 20 年３月 13 日 

各      位 

会 社 名  株式会社カッシーナ・イクスシー 
代表者名  代表取締役社長 高橋克典 
（JASDAQ・コード番号：２７７７） 
問合せ先  取締役執行役員管理本部長 小林要介 
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 控訴の取り下げに関するお知らせ  
 

 

平成18年８月３日付け（控訴の提起に関するお知らせ）でお知らせしておりました、当社に対する控訴の

提起に関して、原告側が控訴の取り下げを申し立てましたのでお知らせ致します。 

 

記 

 
１．控訴の内容等 

（1）控訴を提起した者 

①社名  Ｎｕｒｏ Ｓ.ｐ.Ａ. 

     所在地 Ｖｉａ Ｔｏｍｍａｓｏ Ｇｒｏｓｓｉ2，Ｍｉｌａｎｏ，Ｉｔａｌｙ 

       代表者 Ｕｍｂｅｒｔｏ Ｃａｓｓｉｎａ 

 

②社名  ＦＡＣ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＳＡＲＬ 

     所在地 ９１ Ｒｕｅ ｄｅ Ｌｉｌｌｅ，７５００７ Ｐａｒｉｓ， Ｆｒａｎｃｅ 

       代表者 Ｍｉｃｈｅｌｅ Ｄｒｏｕｙ 

 

     ③社名  ＦＩＭＡＬＡＣ ＳＡ 

     所在地 ９１ Ｒｕｅ ｄｅ Ｌｉｌｌｅ，７５００７ Ｐａｒｉｓ， Ｆｒａｎｃｅ 

       代表者 Ｖｅｒｏｎｉｑｕｅ Ｍｏｒａｌｉ 

 

（2）控訴の提起があった裁判所および年月日 

     イタリア国 ミラノ高等裁判所   平成 18 年７月 14 日（送達は平成 18 年８月１日） 

 

  （3）控訴の内容 

    ①原判決（平成 18 年４月６日ミラノ地方裁判所での当社勝訴判決）を取り消せ。 

    ②当控訴人は、控訴人に対して 41,057,261.70 ユーロ（約 65 億円）を支払え。 

  ［為替の換算は、平成 20 年３月 12 日現在みずほコーポレート銀行公示 TTM158.28 円/ユーロを使用］ 
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２．控訴の取下げ申立の日 

    控訴を提起した者のうち、「ＦＡＣ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＳＡＲＬ」と「ＦＩＭＡＬＡＣ ＳＡ」 

    が平成 20 年２月 20 日に、「Ｎｕｒｏ Ｓ.ｐ.Ａ.」が平成 20 年２月 21 日に取下げの申立を行い、それ 

    ぞれ当日に受理されました。 

 

３．今後の見通し 

裁判所からの正式な通知はまだ受けておりませんが、当社側も控訴の取下げを受諾する旨意思表示をし

ておりますので、当該控訴の取下は認められるものと考えております。 

 

 

以 上 
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